小樽市地域密着型サービス事業者の指定更新申請の手続について
１　指定更新制度について
（1） 概要
平成１８年４月施行の介護保険法の改正により、サービスの質の確保・向上を目的とした指定の更新制が導入され、介護サービス事業者は、６年ごとに指定の更新を受けなければ、有効期間満了により指定の効力を失うことになり、介護報酬の請求をすることができなくなります。
　　　指定の更新を受けるためには、指定更新申請をしていただく必要がありますが、人員・設備・運営などの指定基準を満たしていない場合や、申請法人やその役員等が過去に指定取消し処分を受けた場合など、法律上の欠格事由に該当するときは、指定更新（許可）を受けることができません。
（２）指定の有効期間について
　　　　指定の有効期間は、原則、指定日から６年となります。
２　提出書類
　　別紙１のとおり　
３　提出方法
　　郵送又は直接持参願います。
　　なお、郵送による場合は簡易書留とし、封筒宛名面隅に「指定更新申請書在中」と朱書きしてください。
４　提出部数
　　申請書、添付書類ともに各２部提出してください。（本書１部、写し１部）
５　提出先
　　〒０４７－８６６０
　　　小樽市花園２丁目１２番１号
　　　小樽市医療保険部介護保険課　事業所担当　行
　　　電　話　０１３４（３２）４１１１　　　ＦＡＸ　０１３４（２７）６７１１
６　指定更新申請書提出後の変更について
更新申請後から指定の有効期間満了日までの間に変更届出事項が生じた場
合は、変更届を提出してください。（更新申請書の差し替えは行いません。）
７　指定更新手続のスケジュール（都合により変更する場合がありますので御了承願います）
	１　指定更新申請の通知及び
　　実地検査
	指定更新について通知します。
指定更新のための実地検査は別途通知し実施します。

	２　指定更新申請書提出

	【申請書受付期間】
指定更新申請の通知に記載している日までに提出してください。
（実地検査が終了していない場合でも申請書の
提出は可能です。）

	３　書類審査・実地検査結果に基づき指定の更新が妥当か判断します。

	４　審査の結果通知書の発送
　　審査の結果、指定更新に必要な要件を満たすと認められた場合は指定の有効期間満了日までに「通知書」をお渡しします。（直接又は郵送します。）


　　　＊指定の有効期間満了日の２か月前までに、指定更新についての通知がない場合は、
小樽市医療保険部介護保険課　介護事業所担当まで御連絡お願いします。
８　更新申請書書類の作成方法
　　申請書及び関係書類は、申請日現在で作成してください。
　　必要書類は、別紙１で御確認願います。
　　「指定（許可）更新申請書」、「付表」、「別添」、「添付書類」の順に一括してフラットファイルに綴ってください。
　　フラットファイル規格　Ａ４版（Ａ４－Ｓ）　２穴
９　その他
　　みなし指定により他市町村の利用者がいる場合には、当該他市町村に対しても指定更新申請を行う必要があります。
　　他市町村の指定更新の時期、手続等については、当該市町村にお問合せください。
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